
１ 区立幼稚園教育職員の勤務時間等に係る事務及び区立幼稚園に関する事務（規則第２条関係） 

⑴ 区立幼稚園教育職員の初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。 

（規則第２条第１２号） 

 【幼稚園教育職員の初任者研修】 

○年間３回程度（区内教育センター等における研修：開講式、閉講式、人権教育） 

○宿泊研修（２泊３日）：中野区軽井沢少年自然の家 

○園外における研修：東京都教育委員会が実施する東京都教職員研修センター等における研

修を、半日を１単位として１０回程度実施する。 

○園内における研修：研修指導員の指導・助言などを含む研修を、年間１０日程度（保育の

実践に関する研修を６日程度、教育活動全般に関する研修を４日程度）実施する。 

○研修対象：区立幼稚園の新規採用教諭 

      前年度までの新規採用幼稚園教諭研修の一部を受講できなかった教諭 

○区立幼稚園の新規採用教諭に対して、教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施

し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させることを目的とする。 

⑵ 区立幼稚園が計画する宿泊を伴う学校行事の承認に関すること。（規則第２条第１５号） 

 該当なし 

２ 東京都教育委員会が任命する職員の勤務時間等に係る事務及び区立小中学校に関する事務（規

則第３条関係） 

⑴ 区立小中学校に置かれる主任等を命ずること。（規則第３条第１９号） 

 〇教務主任 （小学校４名、中学校３名） 

 教務に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行

う。 

〇生活指導主任 （小学校８名、中学校７名） 

 生活指導に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言

を行う。 

〇保健主任 （小学校２２名、中学校１０名） 

 保健に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行

う。 

〇学年主任 （小学校１３１名、中学校３０名） 

  学年の教育活動に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指

導、助言を行う。 

 

〇研究主任 （小学校２４名） 

 研究活動に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言

を行う。 

〇進路指導主任 （中学校５名） 

 進路指導に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言

を行う。 

 ※各小中学校において、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これ

らの主任を置いていない。 

⑵ 区立小中学校の養護教諭、学校栄養職員及び事務職員の臨時的任用に関すること。（規則第３

条第２５号） 

 〇件数 ３件、合計８７０日 

〇内容 事務職員の介護休暇及び育児休業による臨時的欠員に伴う任用、学校栄養職員の病

気休職による臨時的欠員に伴う任用 

⑶ 初任者研修の実施に関すること。（規則第３条第２７号） 

 ○年間１０回程度（区内教育センター等における研修） 

※特別支援学級の初任者については、年間７～１０回程度の区内教育センター等における研

修に加えて、東京都教職員研修センターにおける研修を３回程度受講する。 

○課題別研修（半日を１単位とし、６単位以上） 

 ※平成２８年度期限付任用教員は除く。 

○校内における研修 

授業に関する研修 週４時間（年間１２０時間）以上 

 授業以外の研修 週２時間（年間６０時間）以上 

※授業以外の研修については、平成２８年度期限付任用教員は除く。ただし、１年次（初任

者）教員が１名以上配置された場合に限り、期限付任用教員（教諭）も授業以外の研修を

週２時間以上（年間６０時間以上）実施することができる。 

○研修対象：平成２８年度新規採用教員、平成２８年度期限付任用教員 

昨年度未修了者 

○宿泊研修（２泊３日）：中野区軽井沢少年自然の家 

○東京都に新規に採用された教員に対して、東京都教員人材育成基本方針に示された教員に

求められる４つの力である「学習指導力」「生活指導力・進路指導力」「外部との連携・折

衝力」「学校運営力・組織貢献力」における基礎的・基本的な資質・能力の育成を図る。 

 



⑷ 中堅教諭等資質向上研修の実施に関すること。（規則第３条第２８号） 

 ※中堅教諭等資質向上研修は、平成２８年度までは１０年経験者研修として実施 

【平成２８年度東京都公立学校教員１０年経験者研修・東京都公立幼稚園教員１０年経験者

研修・養護教諭研修】 

○年間８回（教育センター等における研修）、企業研修（３日間） 

○研修対象：教職経験１１年目の教員を対象 

○個々の教員の能力、適性等に応じた研修を実施することにより、教科指導、生徒指導等、

指導力の向上や得意分野づくりを促すことをねらいとして、１０年経験者研修を実施した。

教育法規、服務、人権教育、授業に関する研修、進路指導、生活指導に関する研修を行っ

た。また、夏季休業中に、東京ガス、中日本高速道路、ニッセイアセットマネジメント、

明治安田生命において、３日間の企業研修を行った 

○年度当初、学校の管理職が該当教職員を「ⅰ、ⅱ、ⅲ」段階に評価し、それぞれの段階に

応じた研修を行った。 

 ⅰ段階：学習指導等の基礎的な力を身に付ける必要がある。 

  校外における研修 ２２単位 

  校内における研修 ３０単位 

ⅱ段階（教諭）：学習指導等について求められる水準の力を有している。 

 校外における研修 １８単位 

 校内における研修 ３０単位 

ⅱ段階（主任教諭）：学習指導等について求められる水準の力を有している。 

 校外における研修 １８単位 

 校内における研修 １８単位 

ⅲ段階（教諭）：学習指導等について求められる水準を上回る力を有している。 

校外における研修 １４単位 

 校内における研修 ３０単位 

ⅲ段階（主任教諭）：学習指導等について求められる水準を上回る力を有している。 

 校外における研修 １４単位 

 校内における研修 １８単位 

 

 

 

 

⑸ 区立小中学校の新規採用教員に対する研修の実施に関すること。（規則第３条第２９号） 

 （件数、件名、主な内容など） 

【新規採用養護教諭研修】 

○年間３回程度（区内教育センター等における研修：開講式、閉講式、特別支援学校見学） 

○年間７回程度：東京都教育委員会が実施する東京都教職員研修センター等における研修 

○夏季集中研修：宿泊研修の代わりに、東京都教育委員会が実施する東京都教職員研修セン

ター等における研修を半日で１回とし、４回程度（２日間）実施する。 

○校内における研修：１０５時間程度実施する。 

⑹ 新任教務主任研修及び主幹研修の実施に関すること。（規則第３条第３０号） 

 ○年間３回 

○研修対象：７４名（内５名 平成２７年４月より主幹教諭となった者） 

○主幹教諭研修会 

○主幹教諭の職責に対する認識を深めるとともに、組織の中心となる学校運営力を高めるこ

とをねらいとして、主幹教諭研修会を実施した。統括指導主事や区内公立小学校長を講師

に招き、「主幹教諭の職責」、「校内ＯＪＴの推進と若手教員の指導力向上に向けて」、「学力

調査の結果を反映した授業改善プランの作成」等の研修を計画的に行った。 

⑺ 非常勤講師の任免に関すること。ただし、講師条例に基づく講師を除く。（規則第３条第３４

号） 

 該当なし 

⑻ 区立小中学校が計画する宿泊を伴う学校行事の承認に関すること。（規則第３条第５０号） 

 ○小学校 

 第５学年（軽井沢移動教室、体験学習選択制）、２５校、２泊３日 

 第６学年（軽井沢移動教室、体験学習選択制）、２５校、２泊３日 

○中学校 

 第１学年（移動教室）、１１校、１泊２日 

 第２学年（移動教室）、１１校、２泊３日 

 第３学年（修学旅行）、１１校、２泊３日 

 


